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山形県司法書士会平成２７年度 

第４回 理事会議事概要 

日  時  平成２７年１０月３日（土）午後１時～午後３時 

場  所  山形県司法書士会 １階会議室  

組 織 員  会 長 奥山雅士   

      副会長 小松 修 早坂智佳子 那須 修 

     理 事 佐藤 剛 中野 徹 神尾健悦 伊藤健太郎 柴田慶一 

          加藤臣和 鹿俣貴裕 市川裕之 石沢光康 小関 弾 

       （組織員総数 １４名  出席者 １２名 欠席者 那須修 鹿俣貴裕） 

１．議  事 

（一般報告） 

（総務部） 

1. 非司調査（9/4新庄・鶴岡 9/9本局 9/15酒田） 

●伊藤部長より報告がなされた。 

2. 司法書士業務賠償責任保険の強制加入部分の個別納入について 

●伊藤部長より報告がなされた。 

（経理部） 

1. 新会館契約（9/11） 

●中野部長より報告がなされた。 

（企画研修） 

1. 今後予定する研修会について 

●早坂副会長、加藤部長より報告がなされた。 

（社会事業部） 

1. 今後予定する相談会等について 

●那須副会長、佐藤部長より報告がなされた。 

（審議事項） 

（総務部） 

第１号議案 主たる事務所移転承認の件 

●伊藤部長より下記のとおり当会の主たる事務所を移転することの説明がなされ

た。 

移転先：山形市小白川町一丁目１６番２６号 

移転日：平成２７年１０月５日（月）  
特に質問はなく、原案どおり承認可決された。 

第２号議案 山形県司調合同会館管理運営規程及び山形県司調合同会館管理使用規

程及び山形県司調合同会館管理運営細則廃止並びに山形県司法書士会

館管理運営規程制定承認の件 

 ●小松副会長、伊藤部長より、会館移転に伴い、新会館に関する運営規程の制定

並びに旧会館に関する諸規程の廃止について提案がなされ、原案どおり承認可決

された。 
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  なお、旧会館に関する諸規程の廃止は、会館の解体を条件とし、字句の修正に

ついては会長に一任するものとする。 

第３号議案 会館移転祝賀会開催決定の件 

 ●小松副会長より提案がなされ、次のとおり祝賀会を開催することにつき承認可

決された。 

 ①会館お披露目の部 

  日時：平成27年11月14日（土）10時30分～11時30分 

  場所：新会館 

 ②懇親会の部 

  日時：平成27年11月14日（土）18時00分～20時00分 

  場所：山形グランドホテル 

 ・担当は総務部、会館移転ＷＴ 

 ・案内先は、全会員、土地家屋調査士会役員、事務局職員、元会員、元事務局職

員 

 ・案内状は、10月7日発送、出欠の回答締め切りは10月16日 

第４号議案 共有物分割協議書決定の件 

 ●伊藤部長より提案があり、旧会館敷地に関する土地家屋調査士会との共有物分

割協議書の内容について、原案どおり承認可決された。 

  なお、字句修正については、大規模な内容の変更でない限り、会長に一任する

ものとする。 

第５号議案 委員会規程の一部改正承認の件 

 ●伊藤部長より提案があり、原案どおり当該規程を一部改正することにつき承認

可決された。 

なお、字句修正については、会長に一任するものとする。 

第６号議案 苦情対応窓口の設置に関する規程の一部改正承認の件 

 ●伊藤部長より提案があり、原案どおり当該規程を一部改正することにつき承認

可決された。 

なお、字句修正については、会長に一任するものとする。 

第７号議案 業務報告書記載規程及び司法書士会会則の附録様式の一部改正の件 

 ●伊藤部長より提案があり、原案どおり当該規程を一部改正することにつき承認

可決された。 

なお、字句修正については、会長に一任するものとする。 

（経理部） 

 なし 

（企画研修） 

 なし 

（社会事業部） 

 なし 

（協議事項） 

（総務部） 
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  ●奥山会長、小松副会長より報告がなされ、今後の対応等について協議を行った。 

（経理部） 

 なし 

（企画研修） 

 なし 

（社会事業部） 

 ●佐藤部長より、空き家に関するアンケートに関する提案がなされた。 

２．その他 

   なし 

 


